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規則  
 

 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め 

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年４月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２６号 

   甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を 

   定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め

る規則（平成１８年１２月規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１７万１，６５０円」を「１７万  

２，５５０円」に、「７万５，２９０円」を「７万７，８９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「８万５，７８０円」を「８万６，２８０円」に、「３

万７，６００円」を「３万８，９００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項 

の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和５年４月１日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、な

お従前の例による。 
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告示 
 

甲府市告示第１４０号 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、一般廃棄物の処理実施計画を定めたので、

甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年条例第２２

号。以下「条例」という。）第６条第２項の規定により別紙のとおり告示する。 

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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                  甲府市告示第１４１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＡＬＵＸ 

東京都港区南１丁目２番７０号 

品川シーズンテラス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＲ東日本ネットステーション  

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２７番１１号 

  アグリスクエア新宿４Ｆ 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社アイモバイル 

東京都渋谷区桜丘町２２番１４号  

Ｎ．Ｅ．ＳビルＮ棟２階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社マイナビ 

  東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー 

東京都渋谷区恵比寿南３丁目５番７号 

デジタルゲートビル１０階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社さとふる 

東京都中央区京橋二丁目２番１号  

京橋エドグラン１３階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＳＢペイメントサービス株式会社  

東京都港区海岸１丁目７番１号  

東京ポートシティ竹芝オフィスタワー  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社トラストバンク 

東京都渋谷区渋谷二丁目２４丁目１２番 

渋谷スクランブルスクエア３９階 ＷｅＷｏｒｋ内 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１４９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＰａｙＰａｙ株式会社 

  東京都千代田区紀尾井町１番３号  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに

限る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１５０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社  

東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 

渋谷フクラス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１５１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

・山梨中銀ディーシーカード株式会社  

甲府市武田二丁目９番４号 

・三菱ＵＦＪニコス株式会社 

東京都文京区本郷三丁目３３番５号  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１５２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

楽天グループ株式会社 

東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号  

楽天クリムゾンハウス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１５３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＴＢ 

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目１番２５号  

  ＪＴＢビル４階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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甲府市告示第１５４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、

次のとおり包括外部監査契約を締結した。 

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 包括外部監査契約の期間の始期  

  令和５年４月１日 

２ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法  

  基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算  

３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所  

(1) 氏 名  關本 喜文 

(2) 住 所  甲府市飯田四丁目１番２６号 ５０４号 

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法  

  監査の結果に関する報告の提出後の一括払い及び必要に応じて行う前金払い  
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        甲府市告示第１５５号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により予防接種を実施するため、

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告する。 

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 実施内容 

（１）期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 

種類 対象者 場所 

ロタウイルス 

ロタ 

リックス® 

生後６週に至った日の翌日から

生後２４週に至る日の翌日まで

の間にある者 

定期予防接種市

内指定医療機関

一覧 

（別掲） 

ロタ 

テック® 

生後６週に至った日の翌日から

生後３２週に至る日の翌日まで

の間 

B型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある者 

Hib（ヒブ） 
初回 生後２月から生後６０月に至る

までの間にある者 追加 

小児の肺炎球菌 
初回 生後２月から生後６０月に至る

までの間にある者 追加 

四種混合 

（DPT‐IPV） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

第１期初回 

生後２月から生後９０月に至る

までの間にある者 
第１期追加 

単独不活化ポリオ 
第１期初回 生後２月から生後９０月に至る

までの間にある者 第１期追加 

BCG（結核） 生後１歳に至るまでの間にある者 

麻しん風しん混合 

（MR） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に至

るまでの間にある者 

第２期 
５歳以上７歳未満であって 

小学校就学前の１年間にある者 
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水痘 
生後１２月から生後３６月に至るまでの間にあ

る者 

日本脳炎 
第１期初回 生後６月から生後９０月に至る

までの間にある者 

定期予防接種市

内指定医療機関

一覧 

（別掲） 

第１期追加 

日本脳炎 

第２期 ９歳以上１３歳未満の者 

特例※１ 
平成７年４月２日から平成１９

年４月１日の間に生まれた者 

二種混合（DT） 

ジフテリア 

破傷風 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者 

子宮頸がん 

・１２歳となる日の属する年度の初日から 

１６歳となる日の属する年度の末日までの間に

ある女子 

・平成９年４月２日から平成２０年４月１日ま

での間に生まれた女子（前述に掲げる女子を除

く） 

高齢者肺炎球菌 

・令和５年度に６５歳、７０歳、７５歳、  

８０歳、８５歳、９０歳、９５歳及び１００歳

となる者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、

じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生

活行動が極度に制限される程度の障がいを有す

る者及びヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の

機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障が

いを有する者（身体障害者手帳１級相当） 

高齢者肺炎球菌

予防接種市内指

定医療機関一覧

（別掲） 

風しん 第５期 

昭和３７年４月２日から昭和 

５４年４月１日までの間に生ま

れた男性 

風しん抗体検

査・風しん第５

期予防接種 市

内医療機関等一

覧（別掲） 

新型 

コロナウイルス 

感染症 

初回接種 生後６月以上の者 市内個別接種会

場及び集団接種

会場 
令和４年 

秋開始接種 
５歳以上の者 
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※１ 平成１７年５月３０日から平成２２年３月３１日にかけての積極的勧奨の差し控

えにより、日本脳炎の定期接種を受ける機会を逸した者への救済措置 

（２）期間：令和５年１０月１日～令和６年２月２９日 

種類 対 象 者 場 所 

高齢者 

インフルエンザ 

・６５歳以上の者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎

臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するも

のとして厚生労働省令で定めるもの（身体障害者

手帳１級相当） 

高齢者インフル

エンザ指定医療

機関（別掲） 

２ 予防接種を受けることが適当でない者 

（１）明らかな発熱を呈している者 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したこ

とが明らかな者 

（４）結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等

によるケロイドの認められる者 

（５）麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明ら

かな者 

（６）B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道

において B型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗 HBs人免疫グ

ロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある

者 

（７）ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあ

ることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除

く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

（８）肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあって 

は、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者 

（９）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 
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甲府市告示第１５６号 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書並びに地方公営

企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第１項、第２項及び第３

項の規定に基づき、甲府市簡易水道等事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務

の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納

取扱金融機関を次のとおり指定するため、告示する。 

 

  令和５年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 出納取扱金融機関  株式会社山梨中央銀行 

２ 収納取扱金融機関  株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行 

甲府信用金庫 

山梨信用金庫 

中央労働金庫 

山梨県民信用組合 

山梨県信用農業協同組合連合会 

笛吹農業協同組合 

山梨みらい農業協同組合 

            株式会社ゆうちょ銀行（口座振替に限る。）  

３ 指定年月日     令和５年４月１日 

- 23 -



甲府市告示第１５７号  

  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１０条第１項の規定によって決定し

た令和５年度の固定資産の価格等について固定資産課税台帳に登録したので、同法

第４１１条第２項の規定により公示する。 

 

令和５年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１５８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４号 

（２）業務名称     市営林道維持管理業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たす

者 

（１）甲府市内に本店若しくは本社又は営業所を有する者であること。 

（２）林道維持管理業務の受託実績を有する者又は平成２５年４月１日以降に本市

林道工事の受託実績を有する者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 

停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな 

されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札  

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月３日（月）～令和５年４月１１日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和５年４月１１日（火）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月３日（月）～令和５年４月１１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和５年４月１１日（火）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年４月２１日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国  
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（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を  

数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行し

ないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１５９号  

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者が職権消除により送

付できないため公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年４月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名 特定空家等への早急な対応のお願いと除却時の助成金利

用について 

２ 送達を受けるべき者 （省略） 

３ 保管場所      甲府市役所空き家対策課 
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甲府市告示第１６０号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

令和５年４月７日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができ  

る「認知症カフェ」を開設し運営する。  

３ 募集数 

  認知症カフェの実施場所は、１２箇所とする。 

４ 事業期間 

  令和５年６月１日～令和８年３月３１日   

５ 参加資格要件  

次の全ての条件を満たす者とする。  

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能  

な法人であること。 

（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（３）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定す  

る暴力団員等でないこと。 

（４）市税を滞納していない法人であること。 

（５）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。  

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず  

れにも該当していないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

（８）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

（９）本市の指名停止を受けている者でないこと。  

６ 募集要領等の配布 

配布期間：令和５年４月７日（金）～４月２１日（金） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

配布場所：甲府市福祉保健部健康支援室健康政策課 

山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 
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甲府市保健センター２号館１階 

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

７ 公募申込書等の提出期間及び提出場所  

提出期間：令和５年４月１４日（金）～４月２１日（金） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

提出場所：甲府市福祉保健部健康支援室健康政策課 

山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市保健センター２号館１階 

８ スケジュール 

  告示        令和５年４月７日（金） 

  募集要領等の配布  令和５年４月７日（金）～２１日（金） 

  質問書の受付    令和５年４月７日（金）～１４日（金）午後５時 

  質問書の回答    令和５年４月１１日（火）～１９日（水）※順次回答 

  公募申込書等の提出 令和５年４月１４日（金）～２１日（金） 

  提出期限      令和５年４月２１日（金）午後５時 

実地調査      令和５年４月１８日（火）～５月１１日（木） 

  選定結果通知発送  令和５年５月２２日（月）～２４日（水） 

  業務委託契約締結  令和５年６月１日（木） 

９ 連絡先 

甲府市福祉保健部健康支援室健康政策課医療介護支援係 

〒４００－０８５８ 山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市保健センター２号館１階 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２２７－５２９４ 
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                          甲府市告示第１６１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年４月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字天神１４０４番１及び１４０４番９から１４０４番１２まで 

   以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市池田一丁目５番９号 

   有限会社グリーンリーフホーム 

代表取締役 遠 藤 勇 司 
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                          甲府市告示第１６２号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和５年４月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第１６３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和５年４月１２日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和５年４月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市徳行三丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：白 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課  

      電話：０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第１６４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第５５号 

（２）業務名称     やまなし県央連携中枢都市圏合同企業説明会業務委託  

（３）履行期間     契約締結日から令和６年１月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件を

すべて満たす者 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（３）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 

停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（４）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな 

されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札  

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（６）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月１０日（月）～令和５年４月１９日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和５年４月１９日（水）については、午後３時００分まで  
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（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月１０日（月）～令和５年４月１９日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和５年４月１９日（水）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月２日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を  

数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行し

ないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  
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（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 

- 36 -



甲府市告示第１６５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和５年４月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   下小河原自治会 

２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市下小河原町２３１番地５ 甲府市住吉五丁目３番５号  

代表者の氏名・住所 

     

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
市川 達也 知見寺 さゆり 

代表者 

住 所 
甲府市下小河原町２３１番地５  甲府市住吉五丁目３番５号  

３ 変更年月日  令和５年３月２１日 
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甲府市告示第１６６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和５年４月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   元紺屋町自治会 

２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
壬 生 浩 之 岩 間 正 光 

代表者 

住 所 
甲府市元紺屋町８番地６ 甲府市元紺屋町１番地２ 

３ 変更年月日  令和５年４月１日 
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                          甲府市告示第１６７号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、専決処分した令和５年度補正予算を、

別紙のとおり公表する。 

 

  令和５年４月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 令和５年度甲府市一般会計補正予算（第１号） 
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                          甲府市告示第１６８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が、返送されたことから、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、  

いつでも交付する。 

 

  令和５年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        交付要求通知書 企発第２５６７６号 

             交付要求通知書 企発第２５６７７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１６９号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和５年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１７０号  

 

 甲府市任期付職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用

等に関する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和５年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１７１号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書を招請する。 

 

令和５年４月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一    

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援業務 

（２）履行期間 

契約締結の日から令和６年１月３１日（水）まで 

（３）業務内容 

公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援業務要求水準書（以下「要

求水準書」という。）のとおり。 

２ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている

単独事業者又は共同事業体（以下「共同体」という。）とする。 

（１）国税及び地方税に滞納がない者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でない者であること。 

（４）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

又は民再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと。 

（６）共同体に関する参加資格 

ア 構成員全てが上記（１）～（６）の要件を満たしている者とする。 

イ 共同体で参加する場合の構成要件は以下のとおりとする。 

（１）本公募型プロポーザルにおいて、１事業者は同時に２つ以上の共同体

の構成員になることはできない。 

（２）共同体の構成員は、単独でこの公募型プロポーザルに参加することは
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できない。 

３ 手続き等 

（１）関係資料の入手方法 

公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援業務公募型プロポーザル

実施要領（以下「実施要領」という。）等を甲府市のホームページにて公表す

るので、適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

参加申込書の提出方法、提出期限及び提出先等については、実施要領等を参

照すること。 

４ 連絡先 

〒４００－０８３１ 甲府市上町６０１番地４ 

甲府市 環境部 環境総室 環境政策課 

電 話：０５５－２４１－４３６３ 

ＦＡＸ：０５５－２４１－６１９０ 

電子メール：kanseisaku@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第１７２号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和５年４月１７日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和５年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市徳行一丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：３週齢位、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

     電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第１７３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和５年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市桜井町字上土器２７６番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市和戸町３３番地６ 

   プラシード・ＹＫＹ２０３号室 

   近 藤  峻   
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                          甲府市告示第１７４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和５年４月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        担保権設定等財産の差押通知書 企発第２５４１９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１７５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和５年４月１３日 

                   

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社静岡伊勢丹 

  静岡県静岡市葵区呉服町１丁目７番地 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和５年４月１３日から令和６年３月３１日まで 
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甲府市告示第１７６号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたことから、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和５年４月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和５年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市役所企画財務部課税管理室資産税課 
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甲府市告示第１７７号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申請書

の提出を招請する。 

 

令和５年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 公募対象業務 

（１）業務名称      令和５年度人権啓発に関するパネル展等業務委託  

（２）履行期間      契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（３）履行場所      仕様書による 

（４）業務内容      仕様書による 

（５）委託料の上限額   ３，１４８，８０７円（税込金額） 

２ 公募参加資格 

次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に事務所等を設置し、長年にわたり人権啓発活動を実施している

法人又は団体であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこ

と。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ  

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 参加申請書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月１７日（月）～令和５年４月２６日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時 

ただし４月２６日は午前８時３０分～午後３時  

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室人権男女参画課 
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甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 その他・公募型／入札情報）から

情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月１７日（月）～令和５年４月２６日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時 

イ 場所 甲府市市民部市民総室人権男女参画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

４ 参加申請の手続き等 

その他参加申請に関する手続きや審査等に関する内容は、「令和５年度人権

啓発に関するパネル展等業務委託に関する公募型プロポーザル募集要領」を参

照すること。 
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                                           甲府市告示第１７８号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり企画提案書

の提出を招請する。 

 

令和５年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運営業務  

２ 業務概要 

本業務は、夢を叶え起業した女性や、起業等を目指して活動している女性の

活躍と交流の場を創出するとともに、その活躍を広く市民に知っていただき、

多くの女性を応援する機運を高め、市民意識の醸成を図ることを目的とする業

務である。 

３ 履行期間 

契約締結日から令和６年１月３１日(水)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、民間事業者、公益財団法人、特定非営

利活動法人で、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。 

⑴ 法人格を有していること。 

⑵ 平成３０（２０１８）年度から令和４（２０２２）年度までの間に、本業務

と類似したイベント等の業務として、地方公共団体等から業務委託契約の履行

実績を有していること。 

⑶ 本業務を受託した場合、市との打合せ等に迅速に対応できる体制を整えられ

ること。 

⑷ 市区町村税の滞納がない者であること。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」）又は法人であってその

役員が暴力団員でないこと。 

⑺ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。  

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき、更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

５ 手続等 

⑴ 「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運営業務公募型プロポーザル実施要

項（以下「実施要項」）、仕様書、「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運

営業務企画提案書等作成要領・様式集（以下「作成要領」）を市ホームページ
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にて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

⑵ 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、企画

提案書の作成については作成要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市市民部市民総室人権男女参画課女性活躍係 

〒４００－８５８５山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（甲府市役所本庁舎４階） 

ＴＥＬ０５５－２２５－３９４０(直通) 

電子メール danjyoks@city.kofu.lg.jp 
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                                           甲府市告示第１７９号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり企画提案書

の提出を招請する。 

 

令和５年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

甲府市女性起業等支援「Ｃａｎ-Ｐａｓｓ（キャン-パス）」業務 

２ 業務概要 

本業務は、起業等をしたい女性や、やりたいことが明確に定まっていない女

性を対象に、各段階に応じた研修等を実施し、多様な活躍や働き方を支援する

中で、女性の起業等を増やすことを目的とした事業である。 

３ 履行期間 

契約締結日から令和６年２月２９日(木)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、民間事業者、公益財団法人、特定非営

利活動法人で、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。 

⑴ 法人格を有していること。 

⑵ 平成３０（２０１８）年度から令和４（２０２２）年度までの間に、女性の

起業等に関る研修等の業務として、地方公共団体等から業務委託契約の履行実

績を有していること。 

⑶ 本業務を受託した場合、甲府市（以下「市」）との打合せ等に迅速に対応で

きる体制を整えられること。 

⑷ 市区町村税の滞納がない者であること。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」）又は法人であってその

役員が暴力団員でないこと。 

⑺ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。  

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき、更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

５ 手続等 

⑴ 甲府市女性起業等支援「Ｃａｎ-Ｐａｓｓ（キャン-パス）」業務公募型プロ

ポーザル実施要項（以下「実施要項」）、仕様書、甲府市女性起業等支援「Ｃ

ａｎ-Ｐａｓｓ（キャン-パス）」業務企画提案書等作成要領・様式集（以下「作

成要領」）を市ホームページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 
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⑵ 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、企画

提案書の作成については作成要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市市民部市民総室人権男女参画課女性活躍係 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（甲府市役所本庁舎４階） 

ＴＥＬ０５５－２２５－３９４０(直通) 

電子メール danjyoks@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第１８０号  

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所に送付したが、

あて所なしで返戻されたため、公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年４月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       特定空家等への早急な対応のお願いと除却時の助成金利

用について 

２ 送達を受けるべき者 （省略） 

３ 保管場所      甲府市役所空き家対策課 
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甲府市告示第１８１号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和５年４月１８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第１８２号  

 

子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づく特定子ども・子育て

支援施設等として次の者を確認したので、同法第５８条の１１の規定により公示す

る。 

 

令和５年４月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ サービスの種類     認可外保育施設 

２ 事業所の名称      キッズライン（片岡 美咲） 

３ 事業所の所在地      個人の居宅訪問型事業のため非公開 

４ 当該事業所の設置者     片岡 美咲 

５ 確認年月日          令和５年４月１３日 
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甲府市告示第１８３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号       （業務委託）第１３３号 

（２）業務名称       第５次健やかいきいき甲府プラン等策定業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調査・研究」

で登録されている者であること。 

（２）本業務の計画策定業務に類似する受託実績を有する者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で 

あってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２１日（金）～令和５年４月２８日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 
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電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２１日（金）～令和５年４月２８日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月１１日（木） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎６階（入札室１） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１８４号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。  

 

  令和５年４月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

         国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証  

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号等    別紙のとおり 
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                           甲府市告示第１８５号

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和５年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）７号 

工事名 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（建築主体）工事 

工事場所 甲府市太田町１０番１号 

工事概要 １ 工事内容 

【ビジターセンター】 

鉄骨造 ２階建て 建築面積３７９．９７㎡ 

延べ面積４９６．４８㎡ 

【ふれあいセンター】 

木造 平屋建て 建築面積１１２．５１㎡ 

延べ面積１１２．５１㎡ 

【家畜舎・厩舎】 

木造 平屋建て 建築面積１４５．６０㎡ 

延べ面積１４５．６０㎡ 

【猛獣舎】 

鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積７２０．

８７㎡ 延べ面積７０５．３１㎡ 

【ビーバー舎】 

鉄筋コンクリート造 平屋建て  

建築面積４４．１０㎡ 延べ面積４４．１０㎡ 

【動物病院・検疫舎】 

木造 平屋建て 建築面積１３７．６４㎡ 

延べ面積１３７．６４㎡ 

【飼料庫】 

鉄骨造 平屋建て 建築面積５０．１４㎡ 

延べ面積５０．１４㎡ 

付帯外構工事、既存施設解体工事、 

盛土 Ｖ＝１５０㎥ 

Ｂ路線水路工 

自由勾配側溝 Ｌ＝１１３ｍ 

アンカー式空石積工 Ａ＝３６１㎡ 
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地底処理工 Ａ＝９０７㎡ 

撤去工一式、土木工事一式 

２ 工期 令和７年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１，１７５，７４６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

建築一式 

次の３者を構成員とする自主結成によ  

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡＡ３者又はＡＡＢ３者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

５億８千７百万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２０年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和５年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和５年５月２日 

３ 申請書受付開始日 令和５年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和５年５月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和５年５月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和５年４月２１日 
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７ 設計図書配付締切日 令和５年５月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和５年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和５年５月１２日 

10 入札日時 
令和５年５月２２日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和５年５月２５日 

12 開札日時 
令和５年５月３１日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和５年６月１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和５年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和５年５月１８日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和５年５月２９日まで 

２ 回答 令和５年５月３０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和５年５月３０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 
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支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

年度支払限度額 
令和５年度 ４７０，２９８，４００円 

令和６年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第１８６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和５年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （建築）３号 

工事名 緑が丘スポーツ公園屋外トイレ建設（建築主体）工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄筋コンクリート造 平屋建て 

規模：建築面積５７．２㎡ 

延べ面積５４．０㎡ 

付帯電気設備工事、外構工事一式 

２ 工期 令和５年１１月２４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２６，５８７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

 ５ 近接工事 

令和４年７月６日告示の（建築） 

７６号「緑が丘スポーツ公園野球場 

本部棟建設（建築主体）工事」の 

落札者は、本工事の落札者となる 

- 66 -



ことはできません。 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和５年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和５年５月２日 

３ 申請書受付開始日 令和５年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和５年５月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和５年５月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和５年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和５年５月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和５年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和５年５月１２日 

10 入札及び開札日時 
令和５年５月２２日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和５年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和５年５月１８日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第１８７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和５年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）５号 

工事名 緑が丘スポーツ公園屋外トイレ建設（機械設備）工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

屋外トイレ 鉄筋コンクリート造 平屋建て 

・衛生器具設備工事 一式 

・給水設備工事 一式 

・排水設備工事 一式 

・冷暖房設備工事 一式 

・換気設備工事 一式 

・外構工事 一式 

２ 工期 令和５年１１月２４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，８６６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

 ５ 近接工事 令和４年１１月２４日告示の（管） 
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１７７号「緑が丘スポーツ公園野球 

場本部棟建設（機械設備）工事」の 

落札者は、本工事の落札者となる 

ことはできません。 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和５年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和５年５月２日 

３ 申請書受付開始日 令和５年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和５年５月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和５年５月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和５年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和５年５月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和５年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和５年５月１２日 

10 入札及び開札日時 
令和５年５月２２日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和５年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和５年５月１８日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 
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支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第１８８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和５年４月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （解体）６号 

工事名 緑が丘スポーツ公園テニスコートＢ解体工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 
緑が丘スポーツ公園テニスコートＢ解体工事一式 

観覧スタンド、各種建築物、工作物、樹木等 

２ 工期 令和５年１０月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，３３７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

解体  

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）８００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の解体工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和５年４月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和５年５月２日 

３ 申請書受付開始日 令和５年４月２１日 
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４ 申請書受付締切日 
令和５年５月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和５年５月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和５年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和５年５月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和５年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和５年５月１２日 

10 入札及び開札日時 
令和５年５月２２日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和５年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和５年５月１８日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第１８９号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者を指定した

ので、同要綱第１０の規定により公示する。  

 

令和５年４月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０５６６２ 

２ 事 業 所 の 名 称   快晴苑訪問介護事業所 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市大津町３３３番地 

４ 当該事業所の申請者     甲府市大津町３３３番地 

              社会福祉法人大寿会 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      令和５年５月７日 
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甲府市告示第１９０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     業務委託 第１４４号 

（２）業務名称     第４次甲府市食育推進計画策定支援業務  

（３）履行期間     契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）令和４年度までに地方公共団体等が行う福祉計画策定業務を受託し、履行し

た実績を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２５日（火）～令和５年５月２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
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午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２５日（火）～令和５年５月２日（火）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月１９日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎６階（入札室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９１号  

 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調

査を行ったが不明のため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条

において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年４月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         令和４年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

令和５年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第１９２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和５年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第１１４号 

⑵ 物件名   発電機 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「ポ

ンプ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和５年４月２６日（水）～令和５年５月１２日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和５年４月２６日（水）～令和５年５月１２日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和５年５月２６日（金） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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                          甲府市告示第１９３号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。                              

 

  令和５年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       介護保険料過誤納還付通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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                         甲府市告示第１９４号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和５年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和４年度介護保険料第１期分督促状 

令和４年度介護保険料第２期分督促状 

令和４年度介護保険料第３期分督促状 

令和４年度介護保険料第５期分督促状 

令和４年度介護保険料第６期分督促状  

令和４年度介護保険料第７期分督促状  

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１９５号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第２３０号 

（２）業務名称      甲府市マイナポイント申込等支援業務委託 

（３）履行期間      令和５年５月２２日から令和５年９月２９日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社、市内営業所を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２６日（水）～令和５年５月８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午前１０時まで） 
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（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報

を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２６日（水）～令和５年５月８日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は正午まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月１５日（月） 午後３時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和５年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市下小河原町字土尻２７番１及び２８番５ 

   以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   長野県諏訪市大字豊田２４００番地３５ 

   合同会社コムコ 

   代表社員 西 澤 英 敏 

- 86 -



甲府市告示第１９７号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第１９８号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関休止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関休止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、休止年 

月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第１９９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和５年４月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字天神１４５０番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上町１３６３番地１ 

   坂 本 卓 大 
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甲府市告示第２００号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第２０１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   塩部第三自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
有 泉 高 司 渡 邊 仁 

代表者 

住 所 
甲府市塩部四丁目１３番１５号 甲府市大和町３番１８号  

３ 変更年月日  令和５年３月２５日 
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甲府市告示第２０２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   岩窪自治会 

２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市古府中町４８９２番地１ 甲府市岩窪町２５２番地２  

 代表者の氏名・住所 

     

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
石 神  範 男 保 坂  登 志 雄 

代表者 

住 所 
甲府市岩窪町２２８番地 甲府市岩窪町２５２番地２ 

３ 変更年月日  令和５年４月５日 
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                          甲府市告示第２０３号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、専決処分した令和５年度補正予算を、

別紙のとおり公表する。 

 

  令和５年４月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 令和５年度甲府市一般会計補正予算（第２号） 
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                          甲府市告示第２０４号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第２０５号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援事業者及び児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号に規定する指定障

害児相談支援事業者として次の者を指定したので、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律第５１条の３０第１項第１号及び児童福祉法第２４

条の３７第１号の規定により公示する。 

 

  令和５年４月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人日新会 

２ 事業者の所在地  甲府市上町２４７３番地 

３ 事業所名     あかし相談支援室 

４ 事業所の所在地  甲府市上町２４７３番地 

５ 事業の種類    指定一般相談支援（地域移行、地域定着支援）  

           指定障害児相談支援 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９３０１０２６７６（指定一般相談支援） 

           １９７０１０３５１９（指定障害児相談支援） 

８ 指定年月日    令和５年５月１日 
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甲府市告示第２０６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     業務委託 第２２４号 

（２）業務名称     第２次甲府市自殺対策推進計画策定に関する業務  

（３）履行期間     契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）令和４年度までに地方公共団体等が行う福祉計画策定業務を受託し、履行し

た実績を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
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午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月３０日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎６階（入札室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２０７号 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。  

 

令和５年４月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 施行者の名称  山梨県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

甲府都市計画道路事業 ３・４・３３号 大手二丁目浅原橋線 

３ 事業計画 

  イ 事業地 

  （１）収用の部分 山梨県甲府市若松町及び中央四丁目地内  

  （２）使用の部分 山梨県甲府市中央四丁目地内 

  ロ 設計の概要 

   起  点  山梨県甲府市中央四丁目６６０番地先 

   終  点  山梨県甲府市若松町９２番地先 

   延  長  １７２ｍ 

   幅  員  １８.０～１８.８ｍ 

   車線の数  ２車線    

  ハ 事業施行期間 

   自 認可告示日 

   至 令和１２年３月３１日 

４ 縦覧場所     甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
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教育委員会         
                                      

甲府市教育委員会告示第４号  

 

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、甲府市立学校校舎等使用料

条例（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示する。 

 

令和５年４月１日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 委託する相手方 

   所 在 別紙のとおり 

   名 称 別紙のとおり 

２ 委託する期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日 

３ 委託する事務  

学校開放事業（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務 
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甲府市教育委員会告示第５号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２８日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋  

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第１９７号 

（２）業務名称      武田氏館跡歴史館企画展に関わる文化財運搬等業務

（３）履行期間      令和５年６月５日から令和５年１２月２８日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「運送  

業務」で登録されている者であること。  

（２）本業務を遂行するための有資格者（美術品梱包輸送技能取得士２級以上）を

雇用していること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）

この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指  

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

- 101 -



なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月２９日（月） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の  

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

- 102 -



   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第６号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２８日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋  

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第２１２号 

（２）業務名称      市内小学校 高木伐採剪定業務 

（３）履行期間      契約締結日から令和５年９月３０日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「種苗・

造園」で登録されている者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）

この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指  

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月２９日（月） 午前９時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の  

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第７号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和５年４月２８日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋  

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第２１３号 

（２）業務名称      西中学校 高木伐採剪定業務 

（３）履行期間      契約締結日から令和５年９月３０日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「種苗・

造園」で登録されている者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）

この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和５年４月２８日（金）～令和５年５月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月２９日（月） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の  

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第４７号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関す

る法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／  

５０の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律

第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の

数は、次のとおりである。 

 

  令和５年４月１５日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，０８７人 

２ １／３の数        ５１，４３６人 

３ １／６の数        ２５，７１８人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５４，３０８人 
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甲府市選挙管理委員会告示第４８号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第 

１４４条の２第１項の規定によるポスター掲示場を、別紙のとおり設置した。  

 

  令和５年４月１５日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４９号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における選挙長及びその職

務を代理すべき者を、次のとおり選任する。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

選 挙 長 職 務 代 理 者 

住  所 氏  名 住  所 氏  名 

山梨県甲府市伊勢 志 村 文 武 山梨県甲府市下飯田 三 井 和 子 
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甲府市選挙管理委員会告示第５０号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における選挙会の日時及び

場所は、次のとおりである。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  令和５年４月２３日（日） 午後９時００分 

２ 場 所  甲府市青沼三丁目５番４４号 

       甲府市総合市民会館 
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甲府市選挙管理委員会告示第５１号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における開票事務は、選挙

会の事務に併せて行う。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５２号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第 

１９４条第１項の規定による候補者一人についての選挙運動に関する支出金額の制

限額は、次のとおりである。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 甲府市議会議員一般選挙 制限額  ４，６１５，９００円 
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甲府市選挙管理委員会告示第５３号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における投票用紙を、次の

とおり定める。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 甲府市議会議員一般選挙用の投票用紙の地色は白色とし、黒インクで片面印刷

とする。 

２ 甲府市選挙管理委員会之印は、刷込式とする。  

 

 

 

   

候補者
こうほしゃ

氏名
し め い

 

一 

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

の
氏
名

し

め

い

は
、
欄
内

ら
ん
な
い

に
一
人

ひ

と

り

書 か

く
こ
と
。 

令
和
五
年
四
月
二
十
三
日
執
行 

 

注
ちゅう

 意
い

 

二 

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

で
な
い
者 も

の

の
氏
名

し

め

い

は
、
書 か

か
な
い
こ
と
。 

甲
府
市
選 

挙
管
理
委 

員
会
之
印 
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甲府市選挙管理委員会告示第５４号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における不在者投票用封筒

の甲府市選挙管理委員会之印は、刷込式とする。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５５号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第４９

条第１項及び第２７０条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所、

期間及び時間を、別紙のとおり定める。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５６号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における投票所を、別紙の

とおり設ける。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５７号 

 

公職選挙法第４０条第１項ただし書の規定により、令和５年４月２３日執行の

甲府市議員一般選挙の投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

投票区名 施設の名称 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

第２６投票区 北 部 悠 遊 館 午前７時 午後７時 

第２７投票区 能 泉 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第２８投票区 宮 本 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第２９投票区 上九一色出張所 午前７時 午後７時 
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甲府市選挙管理委員会告示第５８号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における投票管理者及びそ

の職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任した。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５９号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙において、公職選挙法第  

１７５条の規定による投票記載場所、期日前投票記載場所及び不在者投票記載場所

の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  令和５年４月１６日（日） 午後５時５分 

２ 場 所  甲府市丸の内一丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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甲府市選挙管理委員会告示第６０号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙において、甲府市の議会の

議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第４条第２項の規定による

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  令和５年４月１６日（日） 午後５時２０分 

２ 場 所  甲府市丸の内一丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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甲府市選挙管理委員会告示第６１号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における期日前投票所を、

次のとおり設ける。 

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

設置場所 住  所 期  間 

甲府市役所本庁舎 

４階大会議室 

 

山梨県甲府市 

丸の内一丁目１８番１号 

 

 

令和５年４月１７日から 

令和５年４月２２日まで 

甲府市総合市民会館 

１階多目的室 

 

山梨県甲府市 

青沼三丁目５番４４号 

 

 

令和５年４月１７日から 

令和５年４月２２日まで 

甲府市北部市民センター 

２階多目的集会室 

 

山梨県甲府市 

湯村三丁目５番２０号 

 

 

令和５年４月２０日から 

令和５年４月２２日まで 

甲府市西部市民センター 

１階大ホール 

 

山梨県甲府市 

長松寺町１２番３０号 

 

 

令和５年４月２０日から 

令和５年４月２２日まで 

甲府市中道公民館 

会議室 

 

山梨県甲府市 

下曽根町１０７０番地３ 

 

令和５年４月２０日から 

令和５年４月２２日まで 

 

- 124 -



甲府市選挙管理委員会告示第６２号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における期日前投票所の投

票管理者及びその職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任する。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第６３号 

 

公職選挙法第４８条の２第３項において読み替えて準用する同法第４０条第１

項の規定により、令和５年４月２３日執行の甲府市議員一般選挙において甲府市中

道公民館に設置する期日前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のとおりとする。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

施設の名称 
投票所を 

開く時刻 

投 票 所 を 

閉じる時刻 

甲府市中道公民館 

会議室 
午前８時３０分 午後５時 
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甲府市選挙管理委員会告示第６４号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における、公職選挙法第  

１９２条第１項の規定による、選挙運動に関する収入及び支出の報告書要旨の公表

は、甲府市掲示板に掲示して行う。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第６５号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第  

１４４条の２第１０項において準用する同条第５項の規定により、公職の候補者が

ポスター掲示することができる日は、次のとおりである。  

 

令和５年４月１６日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ ポスター掲示のできる日  令和５年４月１６日 
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甲府市選挙管理委員会告示第６６号 

 

令和５年４月１６日甲府市選挙管理委員会告示第５８号の一部を、次のとおり

改める。 

 

令和５年４月２２日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

「 

 

 

 

 」 

を、 

「 

 

 

 

 」 

に、 

改める。 

 

 

投票区名 
職務代理者 

住  所 氏  名 

第４２投票区 山梨県甲府市 橘田 聖一 

投票区名 
職務代理者 

住  所 氏  名 

第４２投票区 山梨県甲府市 神戸 昭人 
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甲府市選挙管理委員会告示第６７号 

 

令和５年４月２３日執行の甲府市議会議員一般選挙において、当選人となった

者の住所及び氏名は、別紙のとおりである。 

 

  令和５年４月２４日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、 

包括外部監査人關本喜文の監査の事務を補助させることができる旨の協議が調った

ので、次のとおり告示する。 

 

令和５年４月２７日 

 

甲府市監査委員 

望 月   伸 

雨 宮   均 

小 澤   浩 

 

補助する者の氏名 補助する者の住所 補助できる期間 

髙岡 敏夫 長野県松本市蟻ヶ崎台９番３号 
令和５年５月１日～ 

令和６年３月３１日 

井上 光昭 
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町  

１３番１８号 

令和５年５月１日～ 

令和６年３月３１日 

野中 孝憲 山梨県甲府市下飯田２丁目４番２５号 
令和５年５月１日～ 

令和６年３月３１日 

前田 晋吾 
山梨県甲府市塩部３丁目２番７号  

９０１ 

令和５年５月１日～ 

令和６年３月３１日 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第４号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会４月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和５年４月  

２７日午後２時００分に甲府市中道公民館において開催し、付議すべき事項につい

て審議することを公告する。 

 

  令和５年４月２１日 

                  

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

 ２ 令和５年５月告示分農用地利用集積計画について 

 ３ 令和５年５月告示分農地中間管理権に係る農用地利用集積計画の承認につい  

   て 

 ４ 農用地利用集積等促進計画（案）の作成について 
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局告示第１５号  

 

 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  

る。 

 なお、関係図面は甲府市上下水道局工務部工務総室計画課において縦覧に供する。 

 

令和５年４月１日 

 

              甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

負担区の名称 令和５年度賦課対象住所地番 

市街化調整区域負担区 

 

 

古府中町３６４１－１、３６４２－１３５６７、  

２７４９、３５５５－１、３５５５－２、３５４５、 

３５５６、３５５７、３５４３－１、３５４３－３、 

２７４７－２、２７４６－１、２７４６－２、 

２７４６－３、２７４８－２、２７４２、２７４１、 

３５４２、３５４３－２、２７８６、２８３０、  

２７８５、２７８４、２９７０－１、２９７１、  

３３５４、３３５３、３３５２、３３５１－１  

横根町５２６－１、５２３－３、５２３－５、 

５３３－６、５３３－７、５３３－８、５３３－１、 

５３０－２、５３０－５、５３０－６、５３０－７、 

５３０－８、５３０－１、５３０－１１、５３０－１０、

５２３－７、５２３－６ 

下積翠寺町５３７－１、５３８－１、５１８－２、 

５１６－１、５５２－１、５５１－１  

中道負担区 下向山町２９４３－１外７３筆、９１０、９４２－１、

９８８－１、９９１、９９２ 

上向山町１００８－４、１００８－５、１００８－６、

１４９０－１ 
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甲府市上下水道局告示第１６号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月管理規程第３０号）第１１条の規定により告示する。 

 

令和５年４月１２日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 甲府市下水道工事指定店 

  別紙名簿のとおり 

２ 有効期限 

  令和５年４月１２日から令和１０年３月３１日まで  

 

- 134 -



  

                      甲府市上下水道局告示第１７号  

 

甲府市上下水道局契約規程(昭和３９年４月管理規程第２号)及び甲府市契約規則

(昭和５０年１２月規則第６６号)第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争入札

を執行する。 

 

令和５年４月１９日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象物件 

（１）入札番号       上水－１５ 

（２）物件名        粉末活性炭購入(単価契約) 

（３）品質・規格・数量など 仕様書による 

（４）納入期限       契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（５）納入場所       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市・甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けて 

いる者で、次の条件をすべて満たす者とする。 

（１）山梨県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 

（２）甲府市・甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定におい 

て業種が「農工業薬品」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に山梨県又は県内地方公共団体から指名 

停止措置を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立又は民

事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく民事再生手続開始の申立がなさ

れている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札

参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）税の滞納がない者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和５年４月１９日（水）～令和５年４月２６日（水） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水 

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホームページ（事業

者向け情報 入札・契約／入札情報（物品））から情報を入手する場合は、こ

の限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

   ア 期間 令和５年４月１９日（水）～令和５年４月２６日（水） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

   イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和５年５月１５日（月） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

  契約は、１キログラムあたりの単価契約となるため、入札書へは１キログラム 

あたりの価格を記載すること。なお、１円未満の端数が生じる場合は、小数点以

下第２位までとすること。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に 

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００ 

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

 いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

  甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定 

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３ 

号に規定する、過去２年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

る場合は免除する。 

（３）契約保証人：契約者は、甲府市契約規則に定める契約保証人を立てなければ 

ならない。 

（４）契約書作成の要否：要 

（５）仕様説明会は行わない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程 

及び甲府市契約規則による。 
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                      甲府市上下水道局告示第１８号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和５年４月２０日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

⑴ 入札番号    委託－３３０００５号 

⑵ 業務名称    甲府市雨水管理総合計画（雨水管理方針）策定業務委託 

⑶ 業務内容    特記仕様書による 

⑷ 履行期間    特記仕様書による 

⑸ 履行場所    特記仕様書による 

⑹ 予定価格    公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次

の条件をすべて満たす者 

⑴ 入札参加資格の認定において業種が「建設コンサルタント－下水道部門」で

登録されている者であること。  

⑵ 仕様書に定める技術者を適正に配置できる者であること。 

⑶ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に国及び地方公共団体から指名停止措置

を受けている日が含まれている者でないこと。  

 ⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺     会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立又は  民

事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく民事再生手続開始の申立がなさ

れている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参

加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

⑻     税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない者。） 

３ 仕様書等の配付期間 0、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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⑴ 配付期間 令和５年４月２０日（木）～令和５年４月２８日（金） 

        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水        

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホームページ（事業

者向け情報入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場

合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和５年４月２０日（木）～令和５年４月２８日（金） 

       （この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

       午前９時～午後５時 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

       甲府市下石田二丁目２３番１号  

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

       ※ 郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和５年５月２２日（月） 午後２時 

⑵ 場所 甲府市上下水道局本庁舎３階大会議室 

      甲府市下石田二丁目２３番１号  

      ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００ 

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金：納付（契約金額の１０／１００） 
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ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３

号に規定する、過去２年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

る場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

⑷ 説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程

及び甲府市契約規則による。 
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                      甲府市上下水道局告示第１９号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処

理要領の適用を受けるものである。 

 

令和５年４月２１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３０００１号 

工事名 下水道管工事（Ｒ５Ｄ－２）（余フ） 

工事場所 甲府市城東二丁目・朝気一丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

ボックスカルバート布設工（２５００×１５００）  

Ｌ＝１５４．９ｍ 

ボックスカルバート布設工（２５００×１５００）

（暫定管） Ｌ＝１１．７ｍ 

硬質塩化ビニル管設置工（φ５００） 

Ｌ＝１１．０ｍ 

特殊人孔設置工（３５００×３５００） ２箇所 

特殊人孔設置工（３５００×１５００） ２箇所 

既設下水道施設撤去工 １式  付帯工 １式 

２ 工期 令和６年５月２９日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：契約締結日の翌日から令和５年８月 

４日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
３２６，８４３，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 

次の２者を構成員とする自主結成によ 
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る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、  

１億６千３百万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２０年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

令和４年４月２１日告示の合併（土木） 

１号「①下水道管工事（Ｒ４Ｄ－１）、 

②（街路―１５）配水管撤去工事及び 

給水管仮設工事」の落札者は、本工事 

の落札者となることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和５年４月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和５年５月２日 

３ 申請書受付開始日 令和５年４月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和５年５月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和５年５月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和５年４月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和５年５月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和５年４月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和５年５月１２日 
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10 入札日時 
令和５年５月２２日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和５年５月２５日 

12 開札日時 
令和５年５月３１日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和５年６月１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和５年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和５年５月１８日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和５年５月２９日まで 

２ 回答 令和５年５月３０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和５年５月３０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 
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部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２０号  

 

 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  

る。 

 なお、関係図面は甲府市上下水道局工務部工務総室計画課において縦覧に供する。 

 

令和５年４月２８日 

 

              甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

  負担区の名称         令和５年度賦課対象住所地番 

市街化調整区域負担区 

 

 

上 町 ５ １ ９ － ５ 、 ５ １ ９ － ６ 、 １ ４ ３ １ － １ 、 

５０７－３、５５４－８、５０７－２、５５４－５、  

５５４－６、５１９－１、５０７－４  

上阿原町１１３２－１０ 

上今井町１９３０－６ 

川田町７８４－３、７８４－１３、８０２－６、 

８０２－２３、７８４－１４、８０２－７、８０２－８、

８ ０ ２ － １ ３ 、 ８ ０ ２ － １ ４ 、 ８ ０ ２ － ２ ５ 、 

８０２－１５、７８４－５、７８４－１２、７８４－８、

２ ４ ４ － ３ 、 ８ ０ ２ － １ ０ 、 ８ ０ ２ － １ １ 、 

８０２－１９、８０２－１２、８０１－３、８０１－６、

８０２－４、８０１－１、８０２－１、８０１－４、  

８０２－２２、８０１－５、８０２－３  

国玉町５６７－２ 

小瀬町１１２６－１、１１２６－３、１１２６－１０、 

１ １ ２ ６ － ７ 、 １ ３ ５ ２ － １ 、 １ １ ２ ６ － ６ 、 

１１２６－８、１１２６－１１ 

下今井町７２６－４、７２６－５、７２６－６、 

７２６－７、７２６－８、７２６－９、７２４－２ 

中町４００－７、２７９－２、２８１－２、２８１－３、

２８６ 

東下条町３３８－１、３４８－６、３４－１４、 

３４－５、３４－２、３４－６、３４－３、３４８－５、

３４－８、３４－７、３４８－１ 

増坪町６１９－１ 

横根町５２３－３ 
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和戸町１２４－３ 

中道負担区 下向山町２９４３－１外９筆 

下曽根町６５５－２、３８３９ 
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任免辞令 

 

（市長事務部局） 

望 月   伸   

甲府市監査委員に選任する 

常勤とする 

 

中 山 綾 太   

山 本 海 晴   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室市民税課主事を命ずる 

 

山 村 大 虎   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室市民税課主任を命ずる 

 

若 月 美佐保   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室市民税課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

望 月 彩 花   

河 西 夏 見   

柳 澤 祐 輔   

水 石 貫 太   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部課税管理室資産税課主事を命ずる 

 

松 岡 寿 奈   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部収納管理室収納課主事を命ずる 

 

赤 池 友 吾   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部収納管理室滞納整理課主事を命ずる 
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小 池 千 草   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画財務部収納管理室滞納整理課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

熊 井 勇 喜   

池 谷 友 宏   

近 藤 那 哉   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる 

 

神 澤 千 春   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

深 沢 菜々保   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室総務課主事を命ずる 

 

渡 邉 季 恵   

谷 内 亮 麿   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室総務課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

伊 藤 柚 紀   

岩 元 郁 賢   

山 河 駿 太   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室生活福祉課主事を命ずる 

 

北 原 里 杏   

新 藤 嵩 也   

江里口 侑 真   

横 内 音 亜   

（各通） 
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事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室障がい福祉課主事を命ずる 

 

杉 下 多恵子   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室障がい福祉課主事 

週３１時間勤務を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

荻 原 拓 海   

加 藤 憧 子   

今 村 洋 介   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室介護保険課主事を命ずる 

 

長 田 拓 也   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室介護保険課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

玉 崎 瑠 菜   

米 倉 良 祐   

長谷川 裕 真   

小 林 祐 介   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室健康保険課主事を命ずる 

 

土 屋 美 果   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保険経営室健康保険課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

山 下 響 右   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部健康支援室健康政策課主事を命ずる 
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石 水 千 春   

山 﨑 一 夏   

（各通） 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

福祉保健部健康支援室地域保健課技師を命ずる 

 

今 井 柚 花   

技術職員に採用する 

管理栄養士を命ずる 

福祉保健部健康支援室地域保健課技師を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

長 澤 直 紀   

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

福祉保健部保健衛生室医務感染症課長を命ずる 

 

名 取 新 星   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部保健衛生室医務感染症課主事を命ずる 

 

志 村 岳 旺   

木 戸 梨 紗   

（各通） 

技術職員に採用する 

薬剤師を命ずる 

福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課技師を命ずる 

 

平 川 聖 人   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事を命ずる 

 

中 沢 恵 里   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

髙 橋 麻 梨   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事 

週３１時間勤務を命ずる 

- 150 -



任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

花 形 勅 弥   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

佐 野 誠二朗   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課主事を命ずる 

 

河 村 佳 栄   

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

 

伊地知 玲 子   

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

山 﨑 美 保   

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師 

週３１時間勤務を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

山 下 貴美子   

技術職員に採用する 

助産師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

任期は令和 ８年 ３月３１日までとする 

 

弦 間 正 仁   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

産業部商工観光室観光課係長を命ずる 

任期は令和 ７年 ３月３１日までとする 

 

中 村   傑   

技術職員に採用する 

農業職を命ずる 
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産業部農林振興室就農支援課技師を命ずる 

 

土 橋 柊 斗   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち整備室道路河川課技師を命ずる 

 

岩 井 創 太   

技術職員に採用する 

電気職を命ずる 

まちづくり部まち整備室建築営繕課技師を命ずる 

 

佐 藤   弥   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院長を命ずる 

任期は令和 ６年 ３月３１日までとする 

 

森   優 喜   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部消化器内科医師を命ずる 

 

大 森 一 平   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部循環器内科医長を命ずる 

 

赤 澤 祥 弘   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部外科長を命ずる 

 

藤 田 未 佳   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部脳神経外科医師を命ずる 

 

角 田   涼   

技術職員に採用する 

作業療法士を命ずる 

市立甲府病院診療部技師を命ずる 

 

若 林 奈 央   
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川 口 千 恵   

渡 邉 佳 奈   

（各通） 

技術職員に採用する 

臨床検査技師を命ずる 

市立甲府病院診療支援部技師を命ずる 

 

大久保 賢 人   

技術職員に採用する 

臨床工学技士を命ずる 

市立甲府病院診療支援部技師を命ずる 

 

河 合 千 里   

技術職員に採用する 

診療放射線技師を命ずる 

市立甲府病院放射線部技師を命ずる 

 

米 山 あかね   

土 橋 未 唯   

坂 入 望 愛   

大 森 綾 太   

小 島 裕美子   

 岡 田 結里香   

雨 宮 未 来   

小野田 寧 々   

藤 原 麻由礼   

渡 邉 菜 月   

（各通） 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

 

 

長谷本 真 実   

事務職員に採用する 

社会福祉士を命ずる 

市立甲府病院総合相談ｾﾝﾀｰ総合相談室主事を命ずる 

 

 中 野 友 裕   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

鷺ノ森   開   
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技術職員に採用する 

機械職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

髙 室 大 樹   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

土 橋 知 広   

技術職員に採用する 

電気職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

以  上  発 令 日  令和 ５年 ４月 １日 

 

 

（教育委員会） 

古 谷 利 揮   

荒 井 浩 輔   

井 上   透   

（各通） 

事務職員に採用する 

指導主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課課長補佐を命ずる 

 

以  上  発 令 日  令和 ５年 ４月 １日 
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